
手続きの流れ

行為の届出書の提出

適合通知 不適合

工事着工

竣 工

内容に適合しない場合
計画の変更その他の措
置を勧告します。

地区整備計画区域

事前協議書の提出

審 査

補助金内示通知

景観整備補助金

企画・設計

補助金交付申請

補助金交付
決定通知

建築確認等の手続き

実績報告

確認検査

補助金確定通知

補助金交付請求

◆工事着工の30日前までに

事前協議書を提出してください

・事前協議書
・添付書類

(1)補助事業計画概要書
(2)補助金チェックリスト
(3)補助事業費算出根拠書
(4)図面

①位置図 ②配置図
③平面図 ④立面図(着色)

◆補助金内示通知が届いたら、
令和６年12月25日までに
交付申請書を提出してください

・補助金交付申請書【様式第１号】
・添付書類
(1)補助事業計画書
(2)収支予算書
(3)補助事業経費内訳書
(4)納税証明書(市税未納がないこと)
(5)図面

①位置図 ②配置図
③平面図 ④立面図(着色)

(6)現況写真
次の書類は必要に応じて提出
(7) 同意書，土地・建物登記簿謄本
(8)その他(総会資料，規約，役員・

会員名簿等)

◆工事が完了しましたら、30日以内
もしくは令和７年３月１日までに
実績報告書を提出してください

・実績報告書【様式第９号】
・添付書類

(1)事業の概算及び成果書
(2)収支決算書
(3)補助事業決算内訳書
(4)補助対象事業に係る領収書の写し
(5)契約書の写し
(6)工事完成写真（工事前の現況写真
と対比できるもの）

◆補助金の確定通知が届きましたら交
付請求書を提出してください

・補助金交付請求書【様式第11号】

補助金交付

原則、当該年度の３月１日までに完了

★注意事項★
□原則として、当該年度の３月１日までに着工～実績報告までを完了する必要があります。
□通年1件分（120万円）の予算しか確保していないため、1年間に複数件の申請がある場合、着工時期等の調整が必要な
場合があります。早めに相談、申請を行ってください。


